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Ｓ Ｕ Ｂ Ａ Ｒ Ｕ グ ル ー プ で は 、 事 業 活 動 に 伴 う リ ス ク を 把 握 し 、 的 確 に 対 応 す る こ と で そ の 影 響 を 最 小 化
できると考え、重要なリスクを抽出・特定し、その対策を検討しています。
事 業 の 状 況 、 経 理 の 状 況 な ど に 関 す る 事 項 の う ち 、 投 資 者 の 判 断 に 重 要 な 影 響 を 及 ぼ す 可 能 性 の あ る
事 項 は 、 以下のとおりです。
なお、以下はＳＵＢＡＲＵグループに関する全てのリスクを列挙したものではありません。

①経済の動向
②為替の変動
③特定事業への依存
④市場評価の変動
⑤特定原材料および部品の購入
⑥知的財産の保護
⑦製品の欠陥
⑧退職給付債務
⑨環境に関する法的規制
⑩災害・戦争・テロ・ストライキなどの影響
⑪国際的な事業活動
⑫情報セキュリティの影響
⑬コンプライアンス、レピュテーション

事 業 活 動 に 伴 う リ ス ク

リスクマネジメント
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企業の事業活動に何らかの負（マイナス）の影響を与える不確定要素の
こ と を リ ス ク と 捉 え ま す が 、 こ の リ ス ク に は さ ま ざ ま な 領 域 の も の が
あ り ま す 。 そ の 中 で も 、 と り わ け 経 営 に 重 大 な 影 響 を 及 ぼ す も の で 、
かつ通常の意思決定ルートでは対処困難なほど「緊急性」を求められる
ものが「クライシスリスク」です。ＳＵＢＡＲＵでは、このクライシス
リスクをさらに自然災害、事故、内部人的要因、外部人的要因、社会的
要 因 （ 国 内 ・ 海 外 ） 、 コ ン プ ラ イ ア ン ス リ ス ク に 分 類 し 、 お の お の の
緊急事態発生時に対応したマニュアルを作成しています。そして、この
マニュアルをもとに、リスク発生認知後の情報の伝達経路や対策本部の
設置など、最適な方法による対応を図っています。

ＳＵＢＡＲＵの緊急事態対応基本
マ ニ ュ ア ル と 危 機 管 理 （ 防 災 ）
ガイドライン

ク ラ イ シ ス リ ス ク

ＳＵＢＡＲＵでは、各事業の横断的機能を担う経営企画部を中心とした全社共通部門が各部門・カンパニーと
密接に連携して、リスク管理の強化を図っています。
さらに、監査部が各部門およびグループ会社の業務執行について計画的に監査を実施しています。加えて、
Ｓ Ｕ Ｂ Ａ Ｒ Ｕ で は 、 内 部 統 制 シ ス テ ム の 整 備 に 資 す る た め 、 リ ス ク 管 理 の 最 も 基 礎 的 な 部 分 に 位 置 付 け
ら れ る コ ン プ ラ イ ア ン ス の 体 制 ・ 組 織 を 整 え 、 運 用 し て い ま す 。 全 社 的 な コ ン プ ラ イ ア ン ス の 実 践 を
推 進 す る た め 、 コ ン プ ラ イ ア ン ス 委 員 会 を 設 置 し 、 重 要 な コ ン プ ラ イ ア ン ス 事 項 に 関 す る 審 議 ・ 協 議 、
決 定 、 情 報 交 換 ・ 連 絡 を 行 っ て い ま す 。 部 門 ・ カ ン パ ニ ー ご と で は コ ン プ ラ イ ア ン ス 責 任 者 お よ び
コ ン プ ラ イ ア ン ス 担 当 者 を 配 置 し 、 コ ン プ ラ イ ア ン ス を 現 場 単 位 で き め 細 か く 実 践 す る 体 制 を 組 織 し 、
さ ら に 、 日 頃 か ら 役 員 と 従 業 員 を 対 象 と し た 教 育 ・ 研 修 を 計 画 的 に 実 施 し て お り 、 社 内 刊 行 物 な ど を
通じて随時、コンプライアンス啓発を行っています。また、ＳＵＢＡＲＵグループのコンプライアンスの
実 践 を 推 進 す る た め に 、 グ ル ー プ 会 社 に 対 し 教 育 ・ 研 修 の 実 施 や 社 内 刊 行 物 に よ る 情 報 提 供 を 行 う と
と も に 、 Ｓ Ｕ Ｂ Ａ Ｒ Ｕ 内 部 通 報 制 度 （ コ ン プ ラ イ ア ン ス ・ ホ ッ ト ラ イ ン ） へ の 参 加 に よ り 、 実 効 性 を
高めています。

ま た 、 2 0 1 8 年 4 月 1 日 付 で 、 Ｓ Ｕ Ｂ Ａ Ｒ Ｕ の 抱 え る 法 令 順 守 や 企 業 風 土 改 革 の 課 題 へ の 取 り 組 み 強 化 を
目的として、「正しい会社推進部」および「コンプライアンス室」の新設などを行っています。

リ ス ク 管 理 体 制 の 整 備 の 状 況
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Ｓ Ｕ Ｂ Ａ Ｒ Ｕ グ ル ー プ の C S R を 推 進 す る う え で デ ジ タ ル デ ー タ の 活 用 は 、 持 続 的 発 展 に 必 要 不 可 欠 と
な っ て お り 、 そ の 活 用 領 域 も 従 来 の 情 報 シ ス テ ム の み な ら ず 、 設 備 、 製 品 、 提 供 す る 各 種 サ ー ビ ス な ど
多岐にわたっています。

こ れ ら 領 域 で の デ ジ タ ル デ ー タ を 安 全 に 取 り 扱 う こ と は 社 会 的 責 任 で あ る と 認 識 し 、 お 客 様 な ら び に
社 会 へ の 信 頼 に 応 え る た め サ イ バ ー セ キ ュ リ テ ィ 基 本 方 針 を 定 め 、 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 保 護 活 動 に 取 り
組んでいます。

情 報 セ キ ュ リ テ ィ 保 護 へ の 取 り 組 み

生命・身体の安全を最優先とする。
ステークホルダー（利害関係者）の利益の喪失、および会社の価値の喪失を最小限とする。
緊急事態においても、常に誠実、公正、透明を基本とする。

1.
2.
3.

緊急事態対応の基本方針

さ ま ざ ま な 緊 急 事 態 の 発 生 時 に も 、 お 客 様 へ の サ ー ビ ス の 低 下 や マ ー ケ ッ ト シ ェ ア の 縮 小 、 企 業 価 値 の
喪 失 を 最 小 限 に 抑 え る こ と を 目 的 に 、 Ｓ Ｕ Ｂ Ａ Ｒ Ｕ の 事 業 継 続 や 早 期 復 旧 を 的 確 か つ 迅 速 に 行 う た め の
B C P ※ を 各 事 業 所 単 位 で 策 定 し て い ま す 。 2 0 1 6 年 度 は 大 規 模 地 震 を 想 定 し た 本 社 と 事 業 所 連 携 で 緊 急
対 策 本 部 の 初 動 訓 練 を 実 施 し 、 2 0 1 7 年 度 に は 緊 急 対 応 時 の 初 動 対 応 に つ い て マ ニ ュ ア ル 類 の 再 整 備 を
行 い ま し た 。 今 後 も 訓 練 な ど を 継 続 的 に 実 施 し 、 B C P の 確 認 や 見 直 し を 行 う こ と で 、 緊 急 事 態 の 発 生 に
よ り 当 社 の 事 業 リ ソ ー ス （ 人 的 ・ 物 的 ・ 金 的 ） が 損 傷 を 受 け た 場 合 に は 、 残 存 す る 能 力 を 最 大 限 に 活 用
し て 、 優 先 さ れ る 事 業 の 中 断 を 最 小 限 に と ど め 、 発 生 前 の 操 業 状 態 へ の 早 急 な 復 旧 を 図 り ま す 。 ま た 、
緊急事態対応の基本方針を定め、事業継続の推進に取り組んでいます。

※BCP：Business Continuity Plan（事業継続計画）

各事業単位でのBCPを策定
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2 0 1 8 年 6 月 制 定

Ｓ Ｕ Ｂ Ａ Ｒ Ｕ グ ル ー プ は 、 法 令 、 規 制 、 規 範 お よ び お 客 様 と の 契 約 上 の セ キ ュ リ テ ィ 要 求
事項を遵守します。
ＳＵＢＡＲＵグループは、サイバーセキュリティに対する管理体制、社内規程を整備し運用を
行います。
Ｓ Ｕ Ｂ Ａ Ｒ Ｕ グ ル ー プ は 、 情 報 資 産 に 応 じ た 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 対 策 を 講 じ 予 防 お よ び 低 滅 に
努 め る と と も に 、 万 一 、 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 事 故 が 発 生 し た 際 に も 、 迅 速 か つ 適 切 に 対 応 し 、
再発防止に努めます。
ＳＵＢＡＲＵグループは、情報セキュリティを確保するため、役員および従業員の教育・訓練と
意識向上に努めます。
ＳＵＢＡＲＵグループは、以上の活動を継続的に見直し、改善に努めます。

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

【取り組み】

本 基 本 方 針 の 適 用 対 象 者 は 、 当 社 な ら び に Ｓ Ｕ Ｂ Ａ Ｒ Ｕ グ ル ー プ の 役 員 、 従 業 員 、 協 力 会 社
社 員 等 の 全 員 と し ま す 。

【適用範囲】

株 式 会 社 Ｓ Ｕ Ｂ Ａ Ｒ Ｕ お よ び グ ル ー プ 会 社 各 社 （ 以 下 、 Ｓ Ｕ Ｂ Ａ Ｒ Ｕ グ ル ー プ と 称 す ） は 、
事業活動を行う上で、想定しうる製品、提供サービス、情報資産を脅威から守り、お客様ならびに
社会への信頼に応えるためサイバーセキュリティ基本方針を定めます。

【目的】

サイバーセキュリティ基本方針
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2017年4月制定

オールＳＵＢＡＲＵで売り上げを生み出す知的財産を創出し、効果的な知的財産権を配置する
他者の知的財産権を尊重し、商品開発においてクリアランス確保を徹底する
知的財産ポートフォリオを適切に管理し、ブランドを保護・強化する

1.
2.
3.

知的財産に関する基本方針

Ｓ Ｕ Ｂ Ａ Ｒ Ｕ は 、 自 社 の 強 み と 弱 み を 把 握 し 、 量 産 ニ ッ チ で 自 社 の 強 み を 生 か す こ と に 集 中 す る こ と を
知財活動のビジョンとして掲げています。こうした考えのもと、以下の3点を基本方針として事業収益に
貢献する知的財産活動を推進しています。

知 的 財 産 保 護 へ の 取 り 組 み

Ｓ Ｕ Ｂ Ａ Ｒ Ｕ グ ル ー プ は 、 個 人 情 報 保 護 法 施 行 に 合 わ せ て 社 内 体 制 や
規 程 類 を 整 備 し 、 プ ラ イ バ シ ー ポ リ シ ー を 公 表 す る な ど の 取 り 組 み を
行 っ て き ま し た 。

特 に 国 内 Ｓ Ｕ Ｂ Ａ Ｒ Ｕ 販 売 特 約 店 で は 、 お 客 様 の 個 人 情 報 を 直 接 か つ
大 量 に 取 り 扱 う こ と か ら 、 関 係 会 社 を 含 め た 全 国 4 4 の 販 売 特 約 店 そ れ
ぞ れ に 体 制 の 整 備 を 徹 底 し て い ま す 。 ま た 、 全 販 売 特 約 店 共 通 の
「ＳＵＢＡＲＵ特約店スタッフのための個人情報保護ハンドブック」を
作 成 ・ 展 開 し 、 従 業 員 一 人 ひ と り が 個 人 情 報 保 護 に つ い て 正 し く 理 解
す る よ う 努 め て い ま す 。

ま た 、 2 0 1 7 年 5 月 の 改 正 個 人 情 報 保 護 法 の 施 行 に 合 わ せ て 、 規 程 類 の
再整備、個人情報保護に関する意思決定方法を見直し、運用を変更しま
した。その後も個人情報保護のための仕組み、ツールの作成、見直しを
進めています。

こ れ に 加 え 欧 州 拠 点 で は 、 2 0 1 8 年 5 月 の 欧 州 一 般 デ ー タ 保 護 規 則
（ G D P R ） の 施 行 に 伴 い 、 体 制 の 構 築 、 規 程 類 の 整 備 、 プ ラ イ バ シ ー
ポ リ シ ー な ど の 見 直 し を 進 め て い ま す 。

Ｓ Ｕ Ｂ Ａ Ｒ Ｕ 特 約 店 ス タ ッ フ の
ための個人情報保護ハンドブック 

個 人 情 報 保 護 へ の 取 り 組 み



各部門推進組織
（研究・開発・製造）

知財戦略の合意
知財戦略会議

経営層 発明発掘・
出願権利化

渉外・契約
支援

他者特許へ
の対応 企画・管理

知的財産部
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また、商品化権を活用したチャリティーバザーの収益金を慈善団体へ継続的に寄付しています。

1.
2.

3.

開発業務に携わる従業員を対象とし、入社年次・職位に応じた階層別教育の実施
各 部門における発明創出・特許出願活動を推進する組織として特許推進員会を設置し、当該委員会を
通じた啓発活動の実施
開発部署における他者の知的財産権の調査・クリアランス確保のためのレビューを推進

知的財産部では、知的財産全般の管理を行うと共に順法行動の定着に向けた啓発活動を定期的に実施しています。

知的財産管理の啓発活動

知的財産推進体制

※Non Practicing Entity：他者が開発した技術の特許を集めて自らは使わず、関連する技術を実施する第三者への権利
行使により利益（特許使用料や和解金等）を得ようとする組織や団体。

なお、近年増加傾向にあるNPE※による特許訴訟を抑制することを目的に、2016年3月にLicense on Transfer 
Networkへ加入しました。

開 発 ・ 創 作 の 成 果 （ 技 術 、 マ ー ク 、 ネ ー ミ ン グ 、 デ ザ イ ン な ど ） を 知 的 財 産 と し て 取 得 ・ 管 理 す る
ことにより、技術・ブランドを保護する
事業に支障を及ぼす問題の有無を網羅的に調査し、予防・解決する
ネット販売の監視・税関での水際対策などによる模倣品の取り締まり
技術契約における知財のオーナーシップや利活用権の確保

1.

2.
3.
4.

知 的 財 産 部 で は Ｓ Ｕ Ｂ Ａ Ｒ Ｕ グ ル ー プ の 知 的 財 産 権 を 侵 害 さ れ な い よ う 保 護 し 、 最 大 限 に 活 用 を 行 っ て
います。また他者の知的財産権を侵害しないよう社内の諸活動を推進しています。

知的財産保護とリスクマネジメント




